
資料１ 
 

災対法の改正に伴う原災法の一部改正について 
 
 

１．経緯 

○ 去る３月２９日の中央防災会議において、東日本大震災の教訓を踏まえた

防災対策推進検討会議の中間報告（別紙１）が行われたところ 
○ このうち、広域災害への対応については、今夏の最終報告を待つことなく、

災害対策基本法（以下「災対法」）の改正を行うこととされ、内閣府（防災）が今

国会に法案（別紙２）を提出 
○ 併せて、災対法の特別法として相まって運用されている原子力災害対策

特別措置法（以下「原災法」）についても、改正災対法の附則で所要の改正 
 
２．主な改正事項 

【本則：災対法】 
① 地域防災計画に地方公共団体間の相互応援等の措置を追加 
② 市町村・都道府県の区域を越える広域避難の調整規定を創設 

※ 市町村区域を越える場合は都道府県が県内の市町村と調整。都道府県区域を越え

る場合は都道府県が他県と調整するほか、内閣総理大臣が県に対して助言。 

③ 国等が要請を待たずに救援物資等を供給できる規定を創設 
④ 国の緊急災害対策本部等の運用を明確化 

※ 初動対処方針の策定、関係機関への情報提供等の協力要求を確認的に規定。 

【附則：原災法関係】 
・ ①～③を原子力災害でも適用すべく必要な読替規定を追加 
・ ④と同旨の規定を原子力災害対策本部にも追加 

※ これらのほか、既に国会に提出済の原子力組織制度改革法案における原災法改正

関係規定との技術的な調整規定も措置。 

 
３．公布・施行日 

平成２４年６月２７日 公布即施行 
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